
物価高騰対策
TOSU

鳥栖市応援商品券

物価高騰の影響を受けた市民の家計負担の軽減及び市内事業者を支援するため、国の物価高騰対策重点支援地方
創生臨時交付金／重点支援地方交付金を活用し鳥栖市応援商品券を配布します。
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❶取扱店の登録要件

鳥栖市応援商品券発行事業事務局
［平日 10：00～１7：00］

取扱店コールセンター 取扱店申込申請用TEL 050-3207-4568 FAX 050-3537-7083
〒840-0815 佐賀市天神3丁目2-23 (株)佐賀広告センター内

■発行／鳥栖市 詳しくは
こちら

鳥栖市内に所在する店舗又は事業所であること。
ただし、麻雀店、パチンコ店等、性風俗営業者、特定の宗教・政治団体と関わる者、暴
力団および商品券の使用対象にならないもののみを取り扱う者を除く。

❹その他留意事項
①商品券取扱店（以下「取扱店」という。）に
　おいて、使用期間内に限り使用可能であ
　ること。
②転売、譲渡及び取扱店を除き換金を行う
　ことができないこと。
③釣銭は支払わないこと。
④鳥栖市は、商品券の盗難、紛失、滅失、偽
　造、模造等に対して、一切の責任を負わな
　いこと。

❷商品券の取扱種類について
紙商品券のみ

❸商品券の使用対象とならないもの
①商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカード等の換金性の高いもの
②不動産及び金融商品
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2
　条第1項第4号に規定する麻雀、パチンコ等及び同法第２条第５項に規定する性風
　俗関連特殊営業に係るもの
④国税、地方税、使用料等の公租公課
⑤事業上取引に係るもの
⑥たばこ等法令の規定により定価以下での販売が認められていないもの
⑦取扱店が特に指定するもの
⑧その他、鳥栖市が不適当と認めるもの

裏面に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みいただくか、下記二次元コードよりお申し込みください

発行数（額） 77,000冊 （4億6,200万円）
額面の構成 6,000円（1,000円/枚×3枚、 500円/枚×6枚）／冊

配布方法 世帯単位での配布
使用期間（予定） 令和8年7月中旬 ～ 令和9年1月中旬

発　行 鳥栖市

配布対象者 全鳥栖市民

換金期間（予定） 令和8年7月中旬～令和9年2月末

取扱店募集 登録料無料！



いずれかに〇をつけ、（ 　　）に具体な商品、サービス等をご記入ください。
例）1 飲食（居酒屋）　1.  飲　　食　　　（　                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　 2.  物　　販　　　  （　                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　 3.  サービス・その他 （　                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

鳥栖市応援商品券取扱店 登録申込兼誓約書

下記に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みいただくか、
下記二次元コードよりお申し込みください。

1　私は鳥栖市応援商品券取扱店募集要項を遵守いたします。また、以下の事項に同意します。
2　私は、鳥栖市暴力団排除条例第2条第4号の暴力団等ではありません。
3　私は、商品券を不正に使用・換金する行為を行いません。万一不正行為を行った場合は、鳥栖市に対して賠償いたします。

令和8年　　月　　日鳥栖市応援商品券事業の趣旨に賛同し、誓約事項に同意のうえ登録を申請します。

◎お申し込みFAX番号

発行 / 鳥栖市

050 - 3537 - 7083
WEBから
申込の方は
こちらより

●登録料は無料です。●取扱店登録証・マニュアル・販促ツールの発送は6月下旬を予定しております。●ご記入いただきました情報につ

きましては、当事業における商品券取扱店情報の確認・管理、使用可能店舗の一覧等の発行及び事務局からのご連絡等に使用し、他の目

的には一切使用いたしません。 

1.申請者

2.掲載用情報（取扱店一覧表へ掲載します。）

参加登録店舗の審査

事業者名

本社・本店
所在地

ご担当者様
E-mail

TEL FAX

ふりが な

店舗名

業　種

所在地 鳥栖市

TEL 定休日

営業時間

ふりが な

代表者名

ツールなどの
送付先

ふりが な
担当者名
ふりが な

1.申請者所在地 2.掲載用所在地（登録店舗）
ご連絡時に使用しますので必ずご記入ください。

※1店舗につき1枚提出してください。複数店舗の場合は店舗数分提出してください。 ※以下の情報は広報物に掲載される場合があります。

※上記の記入内容と同じ箇所があれば、「同上」とご記入ください。

※通常の定休日を記入ください。

※営業時間が昼、夜等で分かれている場合は両方ご記入ください。
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鳥栖市応援商品券発行事業事務局
［平日 10：00～１7：00］

取扱店コールセンター TEL 050-3207-4568
〒840-0815 佐賀市天神3丁目2-23 (株)佐賀広告センター内

①登録申込のあった事業者は、事務局が審査を行います。 ※事務局による店舗の確認調査を行う場合があります。
②審査に通った店舗は、ホームページ等に 『鳥栖市応援商品券が使えるお店』として掲載します。
③申込内容に虚偽・不備等がある場合は、登録を取り消すことがあります。
④事務局から記載内容の根拠となる資料等の提示を求める場合があります。
⑤不正行為や違反行為等を行った場合は、 登録を取り消すことがあります。


